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株式会社モリヤの株式の取得（子会社化）に関する基本合意の件 

 

 当社は、平成20年11月19日開催の取締役会において、森谷健康食品株式会社の百貨店事業を承継する株式会

社モリヤ（健康食品、自然食品、自然化粧品、医薬品、医薬部外品及び一般食品の小売、卸売り）の株式の取得

（子会社化）について決議し、基本合意書を締結しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．本件の目的 

 森谷健康食品株式会社は、「健康食品、自然食品、自然化粧品、医薬品、医薬部外品及び一般食品の小売・卸売

り」を主要な事業とし、全国有名百貨店において直営店舗５５店舗を運営するなど、業界の老舗として確固たる

ブランドを確立しております。一方、当社グループは、健康食品、化粧品の製造を行う当社、森谷健康食品㈱と

同業である㈱正直村、医薬品の製造・販売を行う本草製薬㈱を有し、それぞれのグループ会社が保有する得意分

野の資産を有効活用し、相乗効果による付加価値・企業価値の向上を図っていきたいと考えております。特に、

㈱正直村におきましては、平成18年6月に当社グループの傘下に入り、当社製造商品の販売・商品構成の見直し・

物流センターの統廃合などにより、黒字転換を果たしました。 

今回の子会社化においても、取扱い商材の合理化・物流センターの統廃合などにより、短期間で経営体質の強

化ができるものと自負しております。 

 

２．主な基本合意内容 

当社は、今後、森谷健康食品株式会社と平成 20 年 12 月 5 日に株式譲渡契約を締結する予定であり、平成 20

年12月5日から12月12日までの間に株式譲渡の効力が発生する予定であります。 

その概要につきましては、下記５のとおりでございます。 

なお、正式に締結された時点で別途お知らせいたします。 

 

３．異動する子会社の概要（予定） 

（１） 商 号 株式会社モリヤ 

（２） 代 表 者 笠原章弘 

（３） 本店所在地 東京都新宿区高田馬場四丁目40番11号 

（４） 設立年月日 

承継する事業創業年月日 

平成20年10月20日 

昭和16年４月 



（５） 主な事業内容 健康食品、自然食品、自然化粧品、医薬品、医薬部外品及び

一般食品の小売・卸売り 

（６） 事業年度の末日 3月末日 

（７） 従業員数 231名（パート96名含む） 

（８） 主な事業所 全国有名百貨店55店舗（下記のとおり） 

（９） 資本金の額 金3,000万円 

（10） 発行済株式総数 600株 

（11） 大株主構成及び所有割合 森谷健康食品株式会社（100％） 

（12） 最近の事業年度における業績の動向（単位：千円） 

 平成20年5月期 平成19年5月期 

(9ヶ月) 

平成18年8月期 

売上高 3,211,788 2,527,566 3,349,328

売上総利益 1,060,390 849,943 923,070

営業利益 37,874 36,595 △301,246

経常利益 27,067 63,030 △219,453

当期利益 16,667 △30,264 △282,313

総資産 980,046 1,025,538 1,554,430

資本金の額 33,000 33,000 33,000

 

４．株式の取得先 

（１）商号       森谷健康食品株式会社 

（２）代表者      笠原章弘 

（３）本店所在地    東京都新宿区高田馬場四丁目40番11号 

（４）主な事業内容   健康食品、自然食品、自然化粧品、医薬品、医薬部外品及び 

一般食品の小売、卸売り 

（５）当社との関係   人的関係・資本関係はございません 

 

 

 

 

 

 

 



５．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況（予定） 

（１） 取得株式数、取得価額 

会社名 取得株式数 取得価額 

株式会社モリヤ 600株 2億円

 

（２） 取得後の所有株式数 600株（所有割合 100％）（議決権の数 600個） 

【取得前】 

会社名 所有株式数 所有割合 議決権の数 

株式会社モリヤ ― ― ―

 

【取得後】 

会社名 所有株式数 所有割合 議決権の数 

株式会社モリヤ 600株 100％ 600個

 

６．日程 

平成20年12月5日             株式譲渡契約締結のための取締役会決議 

平成20年12月5日から12月12日までの間   株式譲渡の効力発生日 

 

７．今後の見通し 

子会社後の連結業績の見通しにつきましては、分かり次第、別途お知らせいたします。 

 

 

以 上 


